
山形県賃貸型応急住宅に係る損害保険のご案内

（１）被保険者
山形県賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）の入居者

（２）補償内容
①借家人賠償責任補償 ２，０００万円（免責金額なし）
②修理費用補償 ３００万円（免責金額 3千円）
③個人賠償責任補償 １億円（免責金額なし）
上記の他、交通事故傷害補償_死亡・後遺障害(1~3級限定)_本人のみ60万円が
セットされます。

（各補償における保険金をお支払いする事例）

（３）留意事項
入居者の家財等の補償についてはこの保険の補償対象外となりますので、加入
される場合は入居者の負担となります。

（４）問合せ先
【お問合せ（事故報告を除く）】
損害保険ジャパン株式会社 山形支店 050-3798-1207（平日9時~17時）

【事故関連の受付】
損害保険ジャパン株式会社 事故サポートセンター 0120-727-110（ 平日夜間・土日祝日）

山形県賃貸型応急住宅入居者（予定者）の皆さまへ

山形県が事務委任した市町村が加入（保険契約者）する損害保険の内容は下記のとおりです。
自治体を契約者、入居者を被保険者とした損害保険契約に加入します。（保険料は市町村負担）

①借家人賠償責任補償
（大家さんに対する損害賠償責

任）
②修理費⽤補償

③個人賠償責任補償
（他人に対する損害賠償責任）

⼊居⼾室で⽕災が
発生した

冬季に凍結で水道管が
破損した

水濡れで階下の
⼾室へ損害を与えた

（※）大家さんに対する損害賠償責任は
借家人賠償で補償

（※）

山形県県土整備部建築住宅課 令和６年８月

※本保険は、山形県賃貸型応急住宅の入居者全員が補償対象になります。ご不明な点は、県または本事業実施の市町村にお問い合わせください。

（県窓口）山形県県土整備部建築住宅課 山形市松波⼆丁目８−１ 電話番号：023-630-2640


